
8 年 1 月 吉 日

　平素から水道事業につきましては、何かとご協力いただき厚くお礼申しあげます。

　この度、高千帆一丁目　地内（別紙参照）におきまして、水道管の改良工事を行

うこととなりました。

　この工事は、老朽化した水道管を新しい耐震管に取り替える工事となります。

　工事期間中は、片側交互通行（一部通行止め）で施工しますので、交通誘導員の

指示に従って通行をお願いします。大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解、ご

協力くださいますようよろしくお願いします。

1.工事の規制時間については、8：30～17：00となる予定です。

規制時間以外は、通行制限を解除します。日曜日は、原則工事を行いません。

2.通行規制については、工事区間のうち１日につき20～100m程度が片側交互通行とな

ります。

3.工事当日車両の出入りが難しい方については、工事前日までにお知らせします。

4.工事の影響で赤水等が発生する場合があります。赤水等が発生した場合には、蛇口

から水を抜いてください。

工事開始日　令和８年１月上旬
工事終了日　令和８年３月３０日

工事担当

施工業者

片側交互通行
（一部通行止めとなります。詳しくは裏面を参照ください。）

工事管理課　工事第二係　TEL0836-83-4173

かわさき株式会社　　　　TEL0836-84-8311

規制時間 8:30～17：00（日曜日はのぞく）

工事期間
（予定）

工事場所 山陽小野田市　高千帆一丁目　地内

山陽小野田市水道局

通行制限

（片側交互通行）
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水道工事のお知らせ

工事名 高千帆団地線配水管（送水管）改良工事（１工区）



第二るんびに幼稚園

高千帆台自治会館

高千帆台配水池

※　工事区間を1日20～50m程度規制し、日々移動します

※　安全確保のため交通誘導員の指示に従って通行をお願いします。

規制区間が の場合、対応する の範囲は通り抜けできません。

誘導員の指示に従って迂回をお願いします。

工事区間

片側交互通行

工事区間を日々移動

←　規制区間　→

（20～
100

m）


